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新型コロナウイルス感染症の発生から
現在までの経緯

　わが国における新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）のパンデミック（以下コロナ禍）
の発生は、2020年初頭より始まり、2023年 5

月 8日の第 5類移行の時点で 3年を越えること
となる。21世紀の未曾有の感染症パンデミック
において、日本の第 7波以降の人口当たり感染
者数は OECD諸国に近いレベルに達したものの、
感染による死者数は第 1～ 7波にかけて低率で
あった。死亡率の低率には、日本人の遺伝的背景、
衛生意識の高さ（手洗い、マスク着用、3密の回
避等）、保健所、検疫所、地方衛生研究所、自治
体、並びに医療機関の従事者らの貢献が大きいと
言えよう。また、国際貢献としてワクチン開発や
諸外国へのワクチン供給の経済支援を行った 1）。
しかしながら、一方でワクチンや治療法の開発が
遅れ、個人情報保護、ワクチン研究・開発の規制に
関した様々な課題が浮き彫りにされると共に 2-5）、
コロナ対策と経済対策との両立の困難さとそれゆ
えの政策決定プロセスの課題も表面化した 2, 5）。
　アカデミアからのメッセージとして、COVID-19

発生の半年後の 2020年 7月に日本学術会議より

「感染症の予防と制御を目指した常置組織の創設
について」2）、同年 9月に「感染症対策と社会変
革に向けた ICT基盤強化とデジタル変革の推進」
の提言 3）が発出された。翌年 2021年 1月には、
筆者が日本医学会連合の「Japan CDC（仮称）
創設に関する委員会（第二次）」委員長として取
り纏めた「健康危機管理と疾病予防を目指した政
策提言のための情報分析と活用並びに人材支援組
織の創設」の提言 4）を発出し、コロナ禍により惹
起された地球規模の保健・医療・経済・社会問題
への継続的かつ抜本的な対応と共に、今後とも起
こり得る危機的な感染症、自然災害等に併発しう
る健康危機（オールハザード）に対応でき、さら
に広く長期的な疾病予防・管理への対処を目指す
組織の創設を提唱した。
　2022年 12月に感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関する法律等の一部を改正する
法律が成立し、次の感染危機に対する司令塔とし
て内閣感染症危機管理統括庁（仮称）の創設と、
国立感染症研究所と国立研究開発法人国立国際医
療研究センターを統合した、新たな専門家組織で
ある「日本版 CDC」の創設が示された。翌年
2023年 1月にその正式名称が「国立健康危機管
理研究機構」となり、同年 4月には新型インフ
ルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改
正する法律が成立し、健康危機管理の司令塔とし
ての内閣感染症危機管理統括庁の設置に至った。
　この 3年間を振り返り、日本における公衆衛

＊　国立国際医療研究センター
　　グローバルヘルス政策研究センター　センター長

特別寄稿

ポストパンデミック時代における公衆衛生課題

磯　博康＊



4 医療経済研究　　Vol.35 No.1 2023

生活動はもとより、その活動根拠となる緊急時の
臨床、疫学、基礎研究に関して様々な対処の遅れ
が露呈した。今後は、平時及び緊急時の研究体制
の構築と運用が重要となる。そのため、筆者は日
本学術会議の会員としての活動の中で、パンデ
ミックと社会に関する連絡会議における「平時・
緊急時の臨床・疫学・基礎研究体制を検討する
ワーキンググループ」の報告を代表世話人として
取りまとめ、日本における現状及び課題とその課
題の対処に関して意思を表出した 5）。
　本稿では、筆者らが取り纏めた、日本医学会連
合の報告並びに日本学術会議からの提言の中の健
康危機管理に関する記載を引用・統合して、その
概要を説明する。

日本医学会連合の提言と日本学術会議の
報告の概要

　感染症をはじめとする健康危機管理に組織的に
対処するために、以下の点を進める必要があると
した。
１）情報の一元化による国、自治体、アカデミ
ア、国民の間で必要な情報の共有と活用

　わが国では、施設内での IT活用は進められて
来たものの、それらを横断的に活用する基盤は不
十分であった。保健所や検疫所での感染者の把握
や追跡において、紙面や FAXの利用が多く、そ
れらの情報の入力等で人的負担が過大となったこ
とは記憶に新しい。
　この教訓から、情報の一元化の第 1歩として、
過度の負担を強いることがなく全例の情報入力が
可能となるシステム基盤の構築と迅速な改修対応
が重要である。新型コロナウイルス感染者等情報
把握・管理支援システム（HER-SYS）や新型コ
ロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム
（G-MIS）の運用と改修が行われてきたが、今後

の健康危機に対応するための抜本的なシステムの
構築と、アカデミアや国民の間での必要な情報の
共有と活用が望まれる。
　こうして得られた一元化情報を用いることで、
国や都道府県等での意志決定のプロセスを促進
し、都道府県・市をまたいだ情報共有、対策調整
がより促進されることが期待される。学校、職
場、地域コミュニティ、外国人コミュニティを含
む、国民・市民への情報発信に際しては、リスク
コミュニケーション学の知見と技法を活用し、各
種メディアを効果的に用いることで、いたずらに
恐怖・混乱・差別・偏見を惹起せず、適切な行動
変容を促すように配慮する。
　一方で、感染者や濃厚接触者の行動履歴の把握
と対策への利用に関して、ITをいかに有効に活
用するかについては、個人情報保護と公衆衛生対
策の間のジレンマを含む問題であり、諸外国の成
功例を参考に今後国民的な議論を深めてゆく必要
がある。

２）情報・試料の活用によるアカデミアでのエビ
デンス創出の促進
　科学立国を称する日本において、情報・試料の
アカデミアにおける活用の遅延が、新型コロナウ
イルス感染症に関する科学的エビデンスの創出の
足かせとなったことは否めない。国内並びに国際
共同研究を推進するため、健康危機対応における
情報共有、個人情報保護に関する法制度を早急に
検討し、倫理審査の迅速化を進め、得られた情
報・試料が匿名化された形で研究者が活用できる
よう、さらには海外の研究機関との国際共同研究
の促進のために、学術組織・団体、研究機関が連
携して情報・試料活用基盤整備を推進すべきであ
る。特に緊急時の情報の利活用に関しては、個人
情報保護法の個別法等の制定を含め、制度構築を
急ぐ必要がある。
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　それらの制度構築により、感染・発症・予後に
関する情報のみならず、医療機関の現場における
症例登録や試料・検体の研究利用についても各段
に促進される。研究利用は、検査性能の検証、精
度管理、感染力・重症化・予後に関する解析、ゲ
ノム解析、ワクチン・治療薬・治療法の開発、研
究の国際協力等、多岐にわたる。また、スーパー
スプレッターの特定、感染力の継続期間の判定に
関する検査法と判定基準に関する、予防・治療管
理上の実践的研究の強化も重要である。

３）国、都道府県、市町村・政令市・特別区の平
時からの連携・協働の強化

　国、都道府県、市町村・政令市・特別区の連
携・協働の強化による、情報伝達、指揮命令系統
の明確化、権限の整理が必須である。平時におい
て、健康危機の現状と予想の分析、訓練、人材養
成を行い、緊急時においては迅速かつ組織的な対
応が求められる。災害が頻繁に起こる日本におい
ては、感染症と災害等の複合的健康危機にも対応
できるようリスク種別に関わらないオールハザー
ドに対する体制として整備する必要がある。
　この課題に関しては、上述の、学術組織として
の国立健康危機管理研究機構と健康危機管理の司
令塔としての内閣感染症危機管理統括庁の設置に
よって法制化された。今後は、それらの組織の整
備と運用を着実に進めてゆくことが求められる。

４）健康危機管理に対応した保健医療体制の抜本
的見直し

　健康危機管理の現場の主役である、公衆衛生組
織（検疫所、保健所、地方衛生研究所）並びに医
療機関、そして福祉・介護施設の連携による健康
危機管理体制の抜本的な見直しが必要である。例
えば、保健所においては、所長権限の強化、保健
師や情報管理部門の専門職の確保による疫学調査

研究や公衆衛生活動の機能強化、地方衛生研究所
に関しては法制化による自治体の検体検査・分析
等の必置機関との位置づけ、医療機関では、平時
からの大学病院、公的・民間中核病院、一般病
院・診療所、訪問診療の間の役割分担、協力体制
の構築と緊急時の遂行が必要となる。
　なお、地方衛生研究所は、2023年 4月に法定
化された。

５）平時の人材育成と緊急時の動員によるサージ
キャパシティの確保
　平時の行政の人事体制では、危機対応の人員・
専門家を育成し、緊急時に適切かつ十分に動員す
ることは困難なため、平時からの人材育成と緊急
時の動員によるサージキャパシティの確保が必須
となる。
　保健所、地方衛生研究所での医師、保健師等の
人材の確保（人員の増加）と研修の強化、感染症
の専門家・専門医養成の拡充、医師、看護師、薬
剤師、臨床工学技士の研修・訓練の強化、公衆衛
生分野の大学院等での保健医療福祉分野や医療情
報基盤整備の実働体制を支える幅広い人材育成を
行う必要がある。
　感染症の専門家として、国立感染症研究所での保
健医療専門資格者を対象とした実地疫学専門家養成
コース（FETP-J: Field Epidemiology Training 

Program Japan）6）、厚生労働省での医師を対象
とした感染症危機管理専門家養成プログラム
（IDES: Infectious Disease Emergency Specialist 

Training Program）7）があるが、それらの人材枠
の拡大とDMAT（Disaster Medical Assistance 

Team）8）の研修等健康危機管理に関わる研修と
の連携を強化し、有事の際の対応義務を徹底する
必要がある。具体的には、DMATのチーム（通
常、医師 1、看護師 2、業務調整員 1）で 1チー
ムを構成）の地域レベル（都道府県、地方ブロッ
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ク）での指揮調整機能も含めた拡大・充実に加え
て、全国の基幹病院における感染症科・感染制御
科の設置を制度化し、緊急時には地域の感染対
策・疫学研究にあたる仕組みを構築する必要があ
る。
　保健師は、積極的疫学調査と追跡を担う専門家
の要であり、その養成と緊急時の動員は重大な課
題である。また、保健所の積極的疫学調査・追跡
や関連作業を支援する人材プールの事業として
IHEAT（Infectious disease Health Emergency 

Assistance Team）9）が設置されているが、それ
に加えて都道府県立看護大学の教員が、保健所、
都道府県立病院の健康危機管理部門の兼任となる
ことで、平時には地域の保健師・看護師や介護・
福祉施設等のスタッフを対象とした研修を行い、
有事の際には積極的疫学調査等の支援を行う体制
を提案する。加えて、平時には上記の組織・団体
の連携による研修や訓練を継続的に行う必要があ
る。
　各地域における感染症専門医を始めとする医療
関係者の確保や育成は、地球規模の問題である薬
剤耐性への対処からも重要であることはいうまで
もない。そのため、大学病院や基幹病院における
感染症科・感染制御科の設置を制度化し、感染症
科では通常の診療に加え、緊急時には地域のリー
ダーとして感染対策にあたるような仕組みを構築
する必要がある。文部科学省がポストコロナ時代
の医療人材養成拠点事業として、2022年より全
国 11大学にプログラム開発のプロジェクトを支
援しているが 10）、この取組をさらに発展させる
必要があろう。新興感染症の重症化に伴う肺炎や
呼吸不全に対する呼吸管理に適切に対応できる呼
吸器内科医、総合内科医、集中治療医、専門看護
師等の養成も求められる。さらに集中治療を円滑
にするための臨床工学技士や認定看護師等の人材
育成や ICU病床・医療機器（特に人工呼吸器、

ECMO）・酸素供給設備の確保と、平時からの研
修・訓練が重要である。
　さらに健康危機管理を支える幅広い公衆衛生人
材として、医学部、看護学部、薬学部、データサ
イエンス学部、コミュニケーション学部、公衆衛
生分野の大学院、社会医学系専門医制度等におい
て、健康危機管理の授業・演習を強化し、実務家
や研究者の輩出の拡大・維持を図る必要がある。
一般国民におけるヘルスリテラシー強化のため、
小中高での微生物・病原体に関する教育、身の回
りから地球規模の健康リスクに関する教育等の充
実が求められる。

国立健康危機管理研究機構における
公衆衛生人材

　国立健康危機管理研究機構には、感染症を中心
としながらもオールハザードへの対処を行うため
の基礎、臨床、疫学・公衆衛生の研究並びに実務
を遂行するため、公衆衛生学、疫学、医学統計
学、医療情報学、保健医療経済学の研究者や、災
害医学、医療管理学、リスク管理学、リスク・ヘ
ルスコミュニケ―ション学、行動科学、環境衛生
学、社会系経済学等、多様な研究者、実務家が必
要であることは論を待たない。これらの研究者や
実務家は、大学・研究所等の基礎研究者や大学・
中核病院の臨床研究者・医師、企業、さらには
WHO、海外研究拠点、各国の日本大使館、在外
研究者等とのネットワークを構築し、科学的エビ
デンスに基づいた意見交換、研究（ワクチン・治
療薬の開発）、臨床試験、研修・訓練等を行う体
制を構築することが求められる。
　図 1に、国民・日本在住外国人、市町村、都
道府県、内閣感染症危機管理統轄庁、国立健康危
機管理研究機構との関係、並びに他機関・団体と
の連携・協働体制の一例を示す。
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図1 国民・日本在住外国人、市町村、都道府県、内閣感染症危機管理統轄庁、国立健康危機管理研究機
構との関係、並びに他機関・団体との連携・協働体制
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1）DMAT、IHEAT、DHEAT、FETP、IDES、
大学・附属病院、都道府県の中核病院、全国
の大学の衛生学・公衆衛生学講座、公衆衛生
大学院、社会医学専門医制度等の役割につい
ては、上記した。

2）基礎研究に関して、感染症の研究拠点、ワ
クチン開発の研究拠点（例：AMEDの先端的
研究開発戦略センター（SCARDA）等）と平
時から研究者の兼任、人事交流を行い、緊急時
には共同で大規模な基礎研究を進める。研究所
には国立国際医療研究センター以外の 5つの国
立高度専門医療研究センターが含まれ、それら
の協働体制を支援している医療研究連携推進本
部（JH: Japan Health Research Promotion 

Bureau）との連携を進める。
3）WHO、海外研究拠点、各国の日本大使館、
在外研究者ネットワークにより、世界の健康
危機に関する情報の収集並びに提供を行うと
共に、ワクチン・治療薬の開発、臨床試験等
に参画する。これらの研究や PCRや抗体等の
検査管理や認定に関しては、国は平時から研
究者や実務家の育成を支援すると共に、企業
の参画による R&Dの促進を主導すべきで、そ
のための公的資金を導入する必要がある。

4）学会・学術団体としては、医学や健康危機
管理に関する各種学会、日本医学会連合、日
本学術会議等と、情報提供、意見交換等を通
じて連携する。上記の組織において、医学、
疫学、公衆衛生学、工学、情報学、経済学、
法学、行動科学等、次世代を担う多様な分野
の若手・中堅を中心とした研究者ネットワー
クを再構築し、平時並びに緊急時に情報・意
見交換ができる体制を支援する。また、PCR

や抗体等の検査管理や認定のためのNPO・企
業・学会組織（外部精度管理・認定コンソー
シアム）等に、新たな感染症のパンデミック

に即座に対応できるよう、基礎医学、臨床検
査学のエビデンスを提供する。市民や患者へ
の情報提供や相談機能を有し健康危機管理へ
の貢献に意欲のあるNPO組織のリストを自治
体等から集約し、平時から情報共有を進めて
緊急時に必要に応じて協力を依頼する。

COVID-19の罹患後症状に関する
非感染者を含めた住民調査研究の必要性

　コロナ禍は、緊急時の健康危機管理に対して、
日本の保健・医療・福祉の体制を抜本的に見直す
契機となると共に、感染症対策と経済活動との両
立を図ることを迫られた。そのため、政府、自治
体、保健・医療・福祉の関係施設・団体は試行錯
誤をしながらも、政府や自治体の諸団体や国民、
保健医療福祉機関、民間企業等への経済支援の中
で、その都度最大限の活動を行ってきた。その中
で、海外から後れを取ったものの、ワクチンや治
療薬の臨床研究が進められた。また、コロナ禍初
期から COVID-19入院患者の病態、危険因子、
予後等の臨床研究が行なわれた。
　一方で、コロナ禍は、非感染者を含む一般住民
においても様々な不安、差別、経済的困窮、それ
らに伴う精神身体症状や病態を引き起こすことに
もつながった。とりわけ、COVID-19感染者の
罹患後症状は多彩で、呼吸器症状に加えて、ブレ
インフォグ、不眠、そして、いわゆる慢性疲労症
候群様の症状等の神経症状は長く続くことが明ら
かになりつつある。遷延症状はその種類、程度に
より、個人の社会経済活動に影響を及ぼし、現時
点で確立された治療法はなく公衆衛生上重大な課
題である。
　罹患後症状の調査研究においては、入院患者の
みの調査では遷延症状が非感染者に生じるコロナ
禍の様々な社会経済状況の変化や季節変動に伴う
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症状との差別化が困難な場合があり、そのため、
非感染者を対照集団として調査を行う必要があ
る。
　筆者は、令和 3年度厚生労働科学研究　新興・
再興感染症及び予防接種政策推進研究事業
「（JPMH21HA2011）新型コロナウイルス感染
症による他疾患を含めた医療・医学に与えた影響
の解明に向けた研究―今後の新興　感染症発生時
の対策の観点から」に参画し、共同研究者らと共
に、大阪府八尾市、東京都品川区、北海道札幌市
の 5～ 79歳 19万 5千人の市民を対象として、
アンケート調査を実施し、5万 3千人あまりから
回答を得た（有効回答率 27.4％）。平均年齢は成
人で 45歳、小児で 10歳、それぞれの男女比は、
4：6，1：1であった。
　この調査は、令和 5年度「新型コロナウイル
ス感染症による医学・医療・健康に与えた中長期
的影響の調査研究―今後の保健・医療体制整備の
観点から―」においても継続して調査する計画で
あるが、本稿では、令和 4年度の研究成果の概
略について述べる 11）。

罹患後症状出現の実態と社会経済活動
への影響

　成人で COVID-19罹患後症状＊を呈した人は
12～ 23％（1～ 6波：23％， 4～ 6波：15％， 
7波：12％）であり、同時期に非感染者で 2か
月以上同様の症状が続いた人の 4～ 9％（1～ 6

波：9％，4～ 6波：4％，7波：6％）よりも 2

～ 3倍高かった。この結果は、海外からの報告
と概ね合致していた 12, 13）。小児では、感染者で
6％（1～ 7波，4～ 6波いずれも 6％）が罹患

後症状を呈しており、同時期に非感染者が 2ヶ
月以上同様の症状が続いた 2～ 3％（1～ 7波：
3％，4～ 6波：2％）よりも 2～ 3倍高かった。
成人と小児を比べると、成人の方が小児より 2

～ 4倍高かった。この結果も海外からのレセプ
ト情報を用いた報告と類似していた 14）。ただし、
一般的に回答率は症状のある人の方が高くなると
いう傾向がある（回答バイアス）ことから、罹患
後症状を有した者の割合の解釈には留意が必要で
ある。
　また、成人に関しては、感染前にワクチン接種
をした人は、しなかった人に比べて罹患後症状を
有した割合は、0.45～ 0.75倍であった（4～ 6

波では接種 2回以上で 0.45～ 0.52倍 , 7波では
接種 3回以上で 0.75倍）。この結果についても、
海外からの報告と概ね合致していた 15, 16）。ただ
し、今回の研究はワクチンと罹患後症状の関係に
ついて検討することを目的とした研究ではないた
め、最終のワクチン接種からの経過時間や、ワク
チン接種者と非接種者の受療行動の違い等のワク
チン接種に関する因子は調整されていないことに
は留意が必要である。
　成人の感染者において、非感染者と比べてより
特異的な症状として、味覚障害、嗅覚障害、筋力
低下、脱毛、ブレインフォグが認められた。
　罹患後症状の割合は、成人では、第 4～ 5波
（アルファ株・デルタ株が主流）に比べて、6～

7波（オミクロン株が主流）で約半分と低かっ
た。
　主観的な経済状況の変化について検討したとこ
ろ、八尾市、品川区において、症状のなかった非
感染者に比べて、感染者・非感染者にかかわらず
症状があった者は、経済状況が悪化していたが、

＊罹患後症状の定義：八尾市と札幌市の調査では、感染者において 2か月以上持続し、かつ初回感染から 3か月時点で有した症状。
品川区の調査では、感染者において療養期間中から 2か月以上続く症状（ブレインフォグ、集中力低下、脱毛、筋力低下は感染
から回答期間までの間で 2か月以上続く症状）。
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罹患後症状がなかった感染者ではむしろ、経済状
況の改善が見られた。一方、札幌市においては、
症状のなかった非感染者に比べて、罹患後症状が
あった感染者は経済状況が悪化していたが、症状
があった非感染者や罹患後症状がなかった感染者
では、経済状況の明らかな変化はなかった。八尾
市、品川区における、症状のあった非感染者での
経済状況の悪化、罹患後症状のなかった感染者で
の経済状況の改善については、現時点では明確な
解釈が困難と言えよう。しかしながら、罹患後症
状があった感染者での経済状況の悪化は、3自治
体共通して認められた。
　令和 5年度の調査においては、昨年度の調査
を継続し、罹患後症状の経年的な推移や罹患症状
のリスク因子、罹患後症状を有する人の治療状況
等を詳細に検討してゆく予定である。罹患後症状
に悩む患者は決して少なくなく、社会経済的課題
も含めて、今後とも様々な研究のエビデンスを蓄
積してゆく必要がある。

まとめ

　わが国におけるポストパンデミック時代におけ
る公衆衛生課題は、臨床、疫学、基礎研究の各分
野に加え、情報学、法学、行政、産業界など幅広
い分野に及ぶ。今後の起こり得る大規模な健康危
機に中心的に対処する内閣感染症危機管理統括
庁、国立健康危機管理研究機構が法制化された
が、この具体的な組織構築や運用については今後
の課題である。特に緊急時の情報の利活用に関し
ては、個人情報の個別法の制定を含めて制度構築
を進める必要がある。
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Public Health Challenges in the Post-Pandemic Era

Abstract

　The outbreak of a pandemic of novel coronavirus infection (COVID-19) in Japan (hereafter referred to as 

the "coronavirus pandemic") began in early 2020 and lasted for more than three years when it was classified 

as a ‘category 5 disease’ on May 8, 2023. Looking back over the past three years, various delays have been 

revealed in public health activities and in clinical, epidemiological, and basic research during emergencies in 

Japan. In the future, it will be important to establish and operate a research system for both normal times and 

emergencies. It is essential to secure surge capacity by training personnel during normal times and mobilizing 

them in an emergency.

　The National Institutes of Health Crisis Management (Kokuritsu Kenko-kikikanri Kenkyu-kikou), so-called 

Japan CDC, should be equipped with researchers in public and environmental health, epidemiology, behavioral 

science, medical statistics, informatics, and health economics and communication, as well as researchers 

in disaster medicine, medical and risk management, and risk management to conduct basic, clinical, 

epidemiological, and public health research and practice to deal with all hazards, with a focus on infectious 

diseases. 

　The author participated in the research to clarify the long-term impact of coronavirus infection on medical 

care, including other diseases from the perspective of future measures against emerging infectious diseases. 

The survey was conducted in Yao City, Osaka Prefecture, Shinagawa Ward, Tokyo, and Sapporo City, 

Hokkaido, targeting 195,000 citizens aged 5-79 years, and received responses from over 53,000 people (valid 

response rate: 27.4%). The mean age was 45 for adults and 10 for children, with a male-to-female ratio of 4:6 

and 1:1, respectively. Among adults, 12% to 23% (waves 1-6: 23%, 4-6: 15%, 7: 12%) had lasting symptoms after 

COVID-19, which was 2 to 3 times higher than the 4% to 9% (waves 1-6: 9%, 4-6: 4%, 7: 6%) of uninfected persons 

who had similar symptoms for more than 2 months during the same period. Among children, 6% of infected 

persons (6% in both waves 1-7 and 4-6) had post-illness symptoms, 2 to 3 times higher than the 2% to 3% (waves 

1-7: 3%, 4-6: 2%) of uninfected persons who had similar symptoms for more than 2 months during the same 

period. These results are in general agreement with those reported from overseas.

　The Cabinet Agency for Infectious Disease Crisis Management and the National Institutes of Health Crisis 

Management were legislated to deal with possible large-scale health crises in the future, but the establishment 

and operation of these organizations are still an issue to be addressed. In particular, regarding the use of 

information during emergencies, it is necessary to proceed with the construction of a system, including the 

enactment of separate laws for the use of personal information during emergencies.
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